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【手続補正１】
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線リンク障害回復を管理するための方法であって、
　第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立することと
、
　前記第１の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを、および前記第
２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信することと、
　ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との間の無線リンク障害を検出することと、
　前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第１の無線アクセス技術がワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）に関
連し、前記少なくとも１つのデータフローが、ベアラ、トラフィックフローテンプレート
（ＴＦＴ）、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）接続、またはサービス品質（ＱｏＳ）クラス
のうちの少なくとも１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＷＷＡＮがロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークまたはユニバー
サルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）である、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローを維持すべき
かどうかを決定することが、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つの
データフローの１つまたは複数のデータフローの送信を中断することを決定することを備
え、前記第２の無線アクセス技術を介した前記１つまたは複数のデータフローの前記送信
を中断することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記無線リンク障害からの回復を検出することと、
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　前記回復を検出したことに応答して、前記第２の無線アクセス技術を介した前記１つま
たは複数の中断されたデータフローの前記送信を再開することと
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線リンク障害からの回復を検出することと、
　前記回復を検出したことに応答して、前記第１の無線アクセス技術を介した前記１つま
たは複数の中断されたデータフローの前記送信を再開することと
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記無線リンク障害からの回復を検出することと、
　前記第１の無線アクセス技術から前記回復に関連する構成を受信することと、
　前記構成に基づいて、前記第２の無線アクセス技術を介した前記１つまたは複数の中断
されたデータフローの前記送信を再開することと
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の無線技術に関係する情報を前記第１の無線アクセス技術に送信することをさ
らに備え、
　ここにおいて、前記第１の無線アクセス技術から前記構成を受信することが、前記第２
の無線技術に関係する前記情報を送信することに応答する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記情報が測定報告を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記情報は複数の指示を備え、前記指示の各々は、前記ユーザ機器が前記無線リンク障
害中に前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの特定の
１つのための前記送信を中断したかどうかを示し、ここにおいて、前記複数の指示の各々
が、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの特定の１
つに関連する、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記情報は複数の指示を備え、前記指示の各々は、前記ユーザ機器が前記第１の無線ア
クセス技術または前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフロ
ーの特定の１つのための前記送信を再開すべきかどうかを示し、ここにおいて、前記複数
の指示の各々が、前記第１の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフロ
ーの特定の１つに関連する、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記決定することが、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデー
タフローの前記送信を維持することを決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記決定することが、前記ユーザ機器において受信されたネットワーク構成、アクセス
ネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）ポリシー、サービス品質（ＱｏＳ）パラ
メータ、または前記ユーザ機器の実装形態のうちの少なくとも１つに基づく、請求項１に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して制御シグナリングを送信
することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記制御シグナリングが無線リソース制御シグナリングまたは非アクセス層シグナリン
グの一方または両方を備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して制御シグナリングを受信
することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項１７】
　前記制御シグナリングが無線リソース制御シグナリングまたは非アクセス層シグナリン
グの一方または両方を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　コンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、
　少なくとも１つのコンピュータに、第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス
技術を用いて通信を確立させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第１の無線アクセス技術を介して少なくと
も１つのデータフローを、および前記第２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つの
データフローを送信させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との
間の無線リンク障害を検出させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第
２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローを維持すべきかどうか
を決定させるためのコードと
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立するための
手段と、
　前記第１の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを、および前記第
２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信するための手段と、
　ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との間の無線リンク障害を検出するための手
段と、
　前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定するための手段と
　を備える、装置。
【請求項２０】
　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　第１の無線アクセス技術および第２の無線アクセス技術を用いて通信を確立するように
構成されたコントローラと、
　前記第１の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信するように
構成されたワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）無線機と、
　前記第２の無線アクセス技術を介して少なくとも１つのデータフローを送信するように
構成されたワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）無線機と、
　ユーザ機器と前記第１の無線アクセス技術との間の無線リンク障害を検出するように構
成された無線リンク障害（ＲＬＦ）構成要素と、
　前記無線リンク障害が検出されたとき、前記第２の無線アクセス技術を介した前記少な
くとも１つのデータフローを維持すべきかどうかを決定するように構成されたＲＬＦデー
タフロー決定構成要素と
　を備える、装置。
【請求項２１】
　無線リンク障害回復を管理するための方法であって、
　第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立することと、
　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されるとい
う指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデータ
フローを送信する、
　前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、前記ユーザ機器から前記第１の通信接続
の無線リンク障害回復指示を受信することと、
　無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記
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少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定することと、
　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で、データフローごとに、
前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を維持すべきかどうかを前記ユーザ機器に
示すことと
　を備える、方法。
【請求項２２】
　前記確立することが、前記ユーザ機器がアイドル状態から接続状態に移動することによ
り、または前記ユーザ機器がハンドオーバされることにより生じる、請求項２１に記載の
方法。
【請求項２３】
　前記示すことが、前記ユーザ機器に構成メッセージまたはデータメッセージのうちの少
なくとも１つを送ることを備える、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記構成メッセージが無線リソース制御メッセージである、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記送ることが、前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記ユ
ーザ機器に構成メッセージまたはデータメッセージのうちの少なくとも１つを送ることを
備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　コンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、
　少なくとも１つのコンピュータに、第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第
１の通信接続を確立させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機
器との第２の通信接続が確立されるという指示を受信させるためのコードと、ここにおい
て、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデータフローを送信する、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、
前記ユーザ機器から前記第１の通信接続の無線リンク障害回復指示を受信させるためのコ
ードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技
術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つのデータフローが維持され得るか
どうかを決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２
の通信接続上で、データフローごとに、前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を
維持すべきかどうかを前記ユーザ機器に示させるためのコードと
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項２７】
　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立するための手段
と、
　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されるとい
う指示を受信するための手段と、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つの
データフローを送信する、
　前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、前記ユーザ機器から前記第１の通信接続
の無線リンク障害回復指示を受信するための手段と、
　無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記
少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定するための手段と、
　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で、データフローごとに、
前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を維持すべきかどうかを前記ユーザ機器に
示すための手段と
　を備える、装置。
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【請求項２８】
　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　少なくとも１つのメモリと、
　　前記少なくとも１つのメモリと通信しており、
　　第１の無線アクセス技術を介してユーザ機器との第１の通信接続を確立することと、
　　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されると
いう指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデー
タフローを送信する、
　　前記第１の通信接続の無線リンク障害の後に、前記ユーザ機器から前記第１の通信接
続の無線リンク障害回復指示を受信することと、
　　無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前
記少なくとも１つのデータフローが維持され得るかどうかを決定することと、
　　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で、データフローごとに
、前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を維持すべきかどうかを前記ユーザ機器
に示すことと
　を行うように構成された無線リンク障害（ＲＬＦ）データフロー構成要素と
　を備える、装置。
【請求項２９】
　無線リンク障害回復を管理するための方法であって、
　ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リンク障害回復指示を受信することと
、
　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されるとい
う指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデータ
フローに関連する、
　前記無線リンク障害回復の後に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接
続上で前記少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうかを決定することと、
　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つのデ
ータフローの前記送信を再開すべきかどうかを前記ユーザ機器に示すことと
　を備える、方法。
【請求項３０】
　前記第２の無線アクセス技術に関係する少なくとも１つの測定報告を受信することと、
　前記少なくとも１つの測定報告に少なくとも部分的に基づいて、前記ユーザ機器が前記
第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を再開す
ることができるかどうかを決定することと
　をさらに備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　複数の指示を受信することと、前記指示の各々は、前記ユーザ機器が前記無線リンク障
害中に前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの特定の
１つの前記送信を中断したかどうかを示し、ここにおいて、前記複数の指示の各々が、前
記少なくとも１つのデータフローの特定の１つに関連する、
　前記ユーザ機器から、前記第２の無線アクセス技術に関係する少なくとも１つの測定報
告を受信することと、
　前記第１の通信接続が再確立されたことを検出することと、
　前記少なくとも１つの測定報告に基づいて、前記検出することに応答して、前記第２の
無線アクセス技術を介した送信を再開すべきかどうかを決定することと
　をさらに備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つの測定報告が無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再確立メッセージの
一部として受信される、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
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　前記第２の無線アクセス技術を介した前記少なくとも１つのデータフローの前記送信が
前記無線リンク障害中に維持されたというさらなる指示を受信することと、
　前記第１の通信接続が再確立されたことを検出することと、
　前記検出することに応答して、前記無線リンク障害中に前記第２の無線アクセス技術を
介して維持された前記少なくとも１つのデータフローを前記第１の無線アクセス技術を介
して送信すべきかどうかを決定することと
　をさらに備える、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記指示が、前記第２の無線アクセス技術に関係する測定報告中に含まれる、請求項３
３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記指示が無線リソース制御（ＲＲＣ）接続再確立メッセージの一部として受信される
、請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　コンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、
　少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リ
ンク障害回復指示を受信させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機
器との第２の通信接続が確立されるという指示を受信させるためのコードと、ここにおい
て、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデータフローに関連する、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記無線リンク障害回復の後に前記第２の無線
アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つのデータフローが再開
され得るかどうかを決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２
の通信接続上で前記少なくとも１つのデータフローの前記送信を再開すべきかどうかを前
記ユーザ機器に示させるためのコードと
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リンク障害回復指示を受信するための
手段と、
　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されるとい
う指示を受信するための手段と、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つの
データフローに関連する、
　前記無線リンク障害回復の後に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接
続上で前記少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうかを決定するための手段
と、
　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つのデ
ータフローの前記送信を再開すべきかどうかを前記ユーザ機器に示すための手段と
　を備える、装置。
【請求項３８】
　無線リンク障害回復を管理するための装置であって、
　少なくとも１つのメモリと、
　前記少なくとも１つのメモリと通信しており、
　　ユーザ機器から、第１の通信接続についての無線リンク障害回復指示を受信すること
と、
　　第２の無線アクセス技術を介して前記ユーザ機器との第２の通信接続が確立されると
いう指示を受信することと、ここにおいて、前記第２の通信接続が少なくとも１つのデー
タフローに関連する、
　　前記無線リンク障害回復の後に前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信



(7) JP 2017-225146 A5 2018.2.8

接続上で前記少なくとも１つのデータフローが再開され得るかどうかを決定することと、
　　前記第２の無線アクセス技術を介して前記第２の通信接続上で前記少なくとも１つの
データフローの前記送信を再開すべきかどうかを前記ユーザ機器に示すことと
　を行うように構成された無線リンク障害（ＲＬＦ）データフロー構成要素と
　を備える、装置。
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